
鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について

将来を見据えた今後の法制度に向けて

WWFジャパン 事務局長付
草刈 秀紀



（目的）
第一条 この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣

による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の
使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、

もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展
に寄与することを通じ て、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び
地域社会の健全な発展に資することを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物を
いう。

鳥獣保護管理のあり方検討小委員会は、
法律の目的と定義を見極めて議論すべきである。

特定鳥獣の議論から脱すること
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特定鳥獣保護管理計画から野生生物地域管理計画へ

• 特定鳥獣保護管理には
右の３つの柱があった
が、現状は、個体数管
理に偏り被害管理・生
息地管理は不十分であ
った。

• 特定鳥獣保護管理計画
から野生生物全般で広
域圏を対象とした地域
管理計画に変革すべき

野生生
物保護
管理

被害
管理

個体数
管理

生息地
管理

科学的計画的保護管理計画は崩壊している！



第１回：鳥獣保護管理のあり方検討小委員会資料（環境省）

2007年12月施行



第１回：鳥獣保護管理のあり方検討小委員会資料（環境省）
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自然環境保全地域

自然公園特別地域

鳥獣保護区

鳥獣保護区特別保護地区

狩猟不可
猟区

（休猟区）

狩猟可

農山村

乱場（狩猟期間中であればどこでも狩猟可）

市街地・都市公園
公道・社寺・墓地

狩猟不可／銃猟制限

銃猟禁止区域
銃猟制限区域

現在の狩猟制度

乱場制を廃止して科学的な管理へ



自然環境保全地域

自然公園特別地域

鳥獣保護区

鳥獣保護区特別保護地域

狩猟不可
生息地保護

経営猟区

管理猟区

狩猟可

農山村

市街地・都市公園
公道・社寺・墓地

人と野生生物共存ゾーン（生息地管理・被害防除）

提案する狩猟制度

野生生物保護ゾーン 管理狩猟ゾーン

・人の安全のため原則として
狩猟を禁止
・野生生物による農林業被害
の防止に重点



2010年12月施行
2011年８月施行

★

★



第１回：鳥獣保護管理のあり方検討小委員会資料（環境省）

野生鳥獣をめぐる新たなニーズに対処すべき

海洋基本法(2007
年)：海洋基本計画
で海洋の生物多様
性の重視

将
来
像

愛知目標(2010
年)：海洋保護区
や保護区の設定

海洋保全戦略
(2011年)：海洋
生物多様性保
全戦略の策定

沿岸・海洋の自然
エネルギー(2011-
2013)：海洋風力発
電などによる影響
検討
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海生哺乳類も法律の対象に

第2条（定義）「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳
類に属する野生動物

第80条（適用除外）環境衛生
の維持に重大な支障を及ぼす
おそれのある鳥獣

他の法令により捕獲等につい
て適切な保護管理がなされて
いる鳥獣

対象
ジュゴン 文化財保護法

アシカ 水産資源保護法

アザラシ 鳥獣保護法

適用除外
ト ド 水産資源保護法

ラッコ 獺虎膃肭臍猟獲

オットセイ 取締法

クジラ類 漁業法

適用除外種を定期的に見直す科学委員会を設置すべき

第1条（目的）・・もって生物多様性の確保に・・寄与する

水産庁との覚書は無効！



生物多様性を軸とした国土計画を！

2001/10/11:生物多様性保全のための国土区分ごとの重要地域情報（再整理）について(環境省より)



生物多様性を軸とした国土計画を！

2001/10/11:生物多様性保全のための国土区分ごとの重要地域情報（再整理）について(環境省より)



ま と め

科学的計画的保護管理計画は崩壊している
鳥獣被害特措法と特定計画は連携されていない

関係法令の改正で等で対処できる範囲を超えてい
る

沿岸・海洋など新たなニーズへの対応が求められ
ている
鳥獣から野生生物へ対象範囲を拡大すべき

地域主権、道州制、国土強靭化、新たな時代に即
した野生生物保全計画が必要
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ご静聴ありがとうございました！

http://www.wwf.or.jp



鳥獣の保護及び狩猟の適正化につい
て講ずべき措置について

• 鳥獣保護管理について
• 鳥獣保護法全般の見直し

2013年6月10日 （公財）日本野鳥の会
自然保護室 葉山政治



鳥獣保護管理について

• 平成11年 鳥獣保護法の改正
特定鳥獣保護管理計画の制度の創設

• 平成19年 鳥獣被害防止特別措置法

• 農業被害や森林被害は収まらない

• 対処療法での対応では不十分
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捕獲数は増えたが
被害金額は横ばい
分布域は拡大

↓
狩猟による個体数管理を基
本として、現行の鳥獣保護法
では、対応は難しい

第1回検討会資料

鳥獣統計より作成





被害対策の基本
農業被害対策の方法
・侵入防止柵の設置と環境整備
・被害を受けない作物への転換
・個体数管理
・被害が出る地域からの撤退

「早わかり鳥獣被害特措法」より
小寺祐二氏コラム

地域で担うことが、今後困難
になることが予想される。

対策は、個体数管理と環境整備が必要







• 三、鳥獣被害の防止対策として、鳥獣の生息
域の環境を整備するほか、鳥獣を誘引する
生ゴミや未収穫作物の撤去、耕作放棄地や
里山の適切な管理、安易な餌付けの防止等
の啓発活動を通じて、鳥獣被害を受けにくい
地域づくりに積極的に取り組むこと

衆議院付帯決議より

被害対策の基本



近い将来に予想される社会変化である

人口減少,過疎化,都市への人口集中,高齢化が
引き起こすもの

鳥獣被害の拡大だけではない

里地・里山の生物多様性の低下

人工林の放置

食料、木材資源の海外依存拡大

・・・・・・



野生生物との共存のため
のゾーン

農耕地

都市

新たな土地利用区分の提案

参考
国土利用計画法の区分
・都市地域
・農業地域
・森林地域
・自然公園地域
・自然保全地域

生物多様性国家戦略での
国土のグランドデザイン
・奥山自然地域
・里地里山・田園地域
・都市地域
・河川・湿地地域
・沿岸域
・海洋域
・島嶼地域

自然環境が主もなゾーン



野生生物との共存のためのゾーン
の利用イメージ

• 人間の活動エリアでの野生生物との軋轢を防ぐ
ための環境整備

• 里地・里山（見通しの良い林や草地）の生物の保
全

• 遊水地や河川の自然再生などによる防災と生
物多様性の確保

• 人と自然の触れ合いの場
• 国産材の生産の場や木質・草などのバイオマス
エネルギーの生産の場
等々、様々な利用が想定される。



野生生物との共存のためのゾーン
の管理イメージ

• 政府、地方自治体、生産者だけでなく都市居
住者なども含めた地域主体の管理

• 環境省だけではなく、農林水産省・国土交通
省などの共管が必要か

• 鳥獣保護法は、狩猟の規制による鳥獣保護
が基本。生息地管理は、鳥獣保護区内のみ
有効であり、新たな法律が必要。



特定計画以外の
鳥獣保護法改正のための検討課題

• 狩猟の場のあり方（乱場の廃止､可猟区の設定）
• 使用禁止猟具の所持規制
• 愛玩飼養制度の廃止
• 流通規制の制度の見直し（販売禁止鳥獣）
• 輸入証明書の除外規定を廃止
• 罰則の引き上げ
• 海棲哺乳類の除外規定の廃止（特措法では、ト
ドなども対象）



• ご静聴ありがとうございます。



鳥獣の保護及び狩猟の適正化について
講ずべき措置についての提案・意見

「鳥獣保護法」から「野生生物保護管理法」へ

公益財団法人
日本自然保護協会



・1949年「尾瀬」から始まり、各地の自然保護を進めて6２年
・鳥獣法について提言を行ってきた
・全国約24000人の会員に支えられたＮＧＯ
・自然観察から始める草の根運動から、国際的なＮＧＯ活動まで

公益財団法人 日本自然保護協会（NACS-J）

鳥獣法に対する意見・提案
普及書作成
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2002年



「鳥獣保護法」の現状と課題

法改正後、捕獲数が増加しても被害は止まらず、生態系被害も拡大傾向→抜本的改正が必要
課題 １）個別対応に追われ、計画/施策の有効性、生態系への影響等の評価が不十分

２）被害対策（農林部門）、鳥獣管理（環境部門）など縦割り
３）県境またぐ広域管理システムが不十分
（省庁間、自治体毎に、調査方法なども違う）

【法律の目的】
鳥獣の保護を図るための事業の実施、鳥獣による被害の防止、猟具の使用に係る危険の予防
→生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与

ニホンジカの捕獲頭数と農作物被害

法改正

法改正

平成11年改正：種毎の科学的な管理計画（特定鳥獣保護管理計画）創設



都道府県では、、、
特定鳥獣保護管理計画について

被害防除対策
～柵設置・餌を与えない～

個体数管理

生息地管理
～生息環境の保全～

土地利用に関わる法律（国土利用計画法・
国土形成計画法・森林法・・・）との
調整が難しい

実態：個体数管理のみ先行

計画の３本柱

都道府県レベルの任意計画



市町村の現場では、、、
鳥獣による農林水産業被害防止特別措置法（2007年）

• 市町村が野生動物の被害防止計画を策定して実行
→合意形成・モニタリングなど専門的な知見がない計画になりがち

先進事例の課題
・予算・人材不足
・合意形成を担う地域リーダ不足・負担重
・地域ぐるみの対策（緩衝帯・フェンス設置、
耕作放棄地対策）は、土地所有が複雑で調整
困難（個人/公有地、所有者不明など混在）

→受益者負担が原則だが、地域で担えるか？

先進事例（地域ぐるみの被害対策）

耕作放棄地
（万ha)



2050年の日本の姿
～人が居住している地域のうち20％が無居住化し、それらの多

くは現在、農/林業地域～

2050年までに無居住化する地域

無居住化又は低密度化する土地
（10人未満）の現在の利用状況

将来を見据えた土地利用を考慮し、
人と野生動物の共存と軋轢をなくすための
野生動物管理が求められる



狩猟の場の問題

狩猟制限区域以外の広域（約7割）で狩猟期に狩猟可能
課題：1）危険、住民からの苦情

（猟銃の制限範囲がわかりずらい
38条「住居が集合している地域」の解釈※）

２）個体数管理が難しい

→解決が必要

※平成12年2月24日最高裁判決
「住居が集合している地域」＝半径200m内10軒以上

平成13年時点



提言１：省庁横断型の野生動物管理体制の
構築と、広域的管理体制の確保

広域的な野生動物管理体制の確保

全国を数ブロックに分けて国立の対策センター設置

• 広域の鳥獣管理計画の策定

（モニタリング、計画の見直しなど）

• 野生鳥獣管理を担う人材育成（大学などと連携）

現状

農林業被害対策も含めた、「野生動物管理のた
めの省庁横断対策チーム」設置（内閣府など）

改定案（例えば）

国：計画の基本指針・許認可中心

農水省
＜特措法＞

環境省
＜鳥獣法＞

被害防除対策

個体数管理

生息地管理

バランスよく
連携することになっているが、、、



提言２：狩猟および野生生物管理のための
新たなゾーニングの検討

野生生物との共存の
ためのゾーン

農耕地

都市

自然環境保全ゾーン

（鳥獣法の枠組みを超え、
新法が必要か？）
鳥獣法の枠組み内では
・乱場制を廃止
・狩猟は猟区で

猟
区

・当面、個体数管理に支障がな
いよう、経過措置も検討

・管理捕獲のみ
・被害対策・生息地管理を重点
（緩衝帯推進のため、税制優遇措置
なども検討）



提言３：狩猟に依存した個体数管理からの脱
却・野生動物管理のための人材育成・確保

都道府県における鳥獣行政担当職員の
職種別配置状況（平成20年環境省調査）

・専任でも326名（うち3割が事務職）
・異動も多い

→１）野生鳥獣専門職の確保と社会的地位向上
人材育成の仕組みづくりの促進
（例：包括連携協定-ＯＪＴの仕組み

日本獣医生命科学大学-群馬県
農工大・宇大-栃木県 など）

２）鳥獣保護員の常勤、公募制と増員



その他、鳥獣保護法改正ポイント

• 海棲哺乳類の除外規定の廃止

• 希少鳥獣の特定鳥獣管理計画の策定

～「種の保存法」指定種になる前の適正管理を徹底

• 全国ＲＬ掲載の両生・爬虫類を、「希少鳥獣」指定対象に


